
一
頁

○
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
四
号

児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
三
条
第
三
項
、
第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

児
童
手
当
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山
洋
子

児
童
手
当
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

児
童
手
当
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
第
二
項
中
「
掲
げ
る
入
所
」
を
「
掲
げ
る
入
所
又
は
入
院
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
受
け
て
又
は
」
を
「

受
け
て
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
へ
の
入
所
」
の
下
に
「
又
は
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
号
に
規
定

す
る
指
定
医
療
機
関
へ
の
入
院
」
を
加
え
る
。

第
一
条
の
四
第
四
項
第
一
号
中
「
入
所
し
て
」
を
「
入
所
若
し
く
は
入
院
を
し
て
」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
号
（
裏
面
）
の
注
意
の
４
中
「障

害
児

入
所

施
設

」
の
下
に
「

指
定

医
療

機
関

」
を
加
え
、
同
注
意
の
８
中
「

、

施
設

に
入

所
し

て

」
を
「施

設
等

に
入

所
若

し
く

は
入

院
を

し
て

」
に
改
め
、
「又

は
入

所

」
の
下
に
「若

し
く

は
入

院

」
を



二
頁

加
え
、
同
注
意
の

の
①
中
「入

所
し

て

」
を
「入

所
若

し
く

は
入

院
を

し
て

」
に
改
め
る
。

11

様
式
第
四
号
（
表
面
）
及
び
（
裏
面
）
の
注
意
の
８
中
「入

所

」
の
下
に
「若

し
く

は
入

院

」
を
加
え
る
。

様
式
第
五
号
（
表
面
）
中
「又

は
入

所

」
の
下
に
「若

し
く

は
入

院

」
を
加
え
、
「退

所
し

た

」
を
「退

所
若

し
く

は
退

院

を
し

た

」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
（
裏
面
）
の
注
意
の
１
中
「施

設
に

入
所

し
て

」
を
「施

設
等

に
入

所
若

し
く

は
入

院
を

し
て

」
に
改
め
、
同

注
意
の
５
中
「障

害
児

入
所

施
設

」
の
下
に
「

指
定

医
療

機
関

」
を
加
え
、
同
注
意
の
７
中
「入

所
し

て

」
を
「入

所
若

し
、

く
は

入
院

を
し

て

」
に
改
め
、
同
注
意
の
８
中
「施

設
に

入
所

し
て

」
を
「施

設
等

に
入

所
若

し
く

は
入

院
を

し
て

」
に
改
め

、
「又

は
入

所

」
の
下
に
「若

し
く

は
入

院
」
を
加
え
、
同
注
意
の

中
「入

所
し

て

」
を
「入

所
若

し
く

は
入

院
を

し
て

」

13

に
改
め
る
。

様
式
第
六
号
（
裏
面
）
の
注
意
の
７
の
①
中
「場

合

」
の
下
に
「や

受
給

者
が

未
成

年
後

見
人

又
は

父
母

指
定

者
で

あ
る

場

合

」
を
加
え
、
同
注
意
の

中
⑧
を
⑩
と
し
、
⑦
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

11

⑧
受

給
者

が
本

年
１

月
１

日
に

他
の

市
町

村
に

住
所

を
有

し
て

い
た

場
合

は
受

給
者

の
前

年
の

所
得

の
額

と
そ

の
、

、

所
得

に
係

る
市

町
村

民
税

又
は

特
別

区
民

税
に

お
け

る
控

除
対

象
配

偶
者

及
び

扶
養

親
族

の
有

無
と

数
に

つ
い

て
の

市



三
頁

町
村

長
の

証
明

書

⑨
「1

0

」の
後

段
に

該
当

す
る

児
童

が
あ

っ
た

場
合

は
そ

の
事

実
を

明
ら

か
に

す
る

こ
と

が
で

き
る

書
類

、

様
式
第
七
号
（
裏
面
）
の
注
意
の
３
中
「入

所
し

て

」
を
「入
所

若
し

く
は

入
院

を
し

て

」
に
改
め
、
同
注
意
の
４
中
「障

害
児

入
所

施
設

」
の
下
に
「

指
定

医
療

機
関

」
を
加
え
、
同
注
意
の
６
中
「入

所
し

て

」
を
「入

所
若

し
く

は
入

院
を

し
て

、

」
に
改
め
、
同
注
意
の
７
中
「施

設
に

入
所

し
て

」
を
「施

設
等

に
入

所
若

し
く

は
入

院
を

し
て

」
に
改
め
、
「又

は
入

所

」

の
下
に
「若

し
く

は
入

院

」
を
加
え
る
。

様
式
第
九
号
（
表
面
）
中
「施

設
の

種
類

」
を
「施

設
等

の
種

類

」
に
改
め
る
。

様
式
第
九
号
（
裏
面
）
の
注
意
の
２
の
②
中
「施

設

」
を
「施

設
等

」
に
改
め
、
同
注
意
の
３
中
「施

設
の

種
類

」
を
「施

設
等

の
種

類

」
に
改
め
、
「小

規
模

住
居

型
児

童
養

育
事

業
者

里
親

」
を
削
り
、
「障

害
児

入
所

施
設

」
の
下
に
「

指
、

、
、

定
医

療
機

関

」
を
加
え
る
。

様
式
第
十
号
（
表
面
）
及
び
（
裏
面
）
の
注
意
の
４
中
「入

所
」
の
下
に
「若

し
く

は
入

院

」
を
加
え
る
。

様
式
第
十
三
号
（
表
面
）
中
「施

設
の

種
類

」
を
「施

設
等

の
種

類
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
三
号
（
裏
面
）
の
注
意
の
１
中
「施

設
を

退
所

し
た

」
を
「施

設
等

か
ら

退
所

若
し

く
は

退
院

を
し

た

」
に
、
「



四
頁

又
は

退
所

し
た

」
を
「又

は
退

所
若

し
く

は
退

院
を

し
た

」
に
改
め
、
同
注
意
の
３
中
「退

所

」
の
下
に
「若

し
く

は
退

院

」

を
加
え
、
同
注
意
の
４
中
「施

設
を

退
所

し
た

」
を
「施

設
等

か
ら

退
所

若
し

く
は

退
院

を
し

た

」
に
改
め
、
同
注
意
の
５
中

「施
設

に
入

所
し

て

」
を
「施

設
等

に
入

所
若

し
く

は
入

院
を

し
て

」
に
、
「施

設
を

退
所

し
た

」
を
「施

設
等

か
ら

退
所

若

し
く

は
退

院
を

し
た

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書

類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。


